
（第１面） 

 

事業計画の概要 

１．事業の全体計画（変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．取り扱う産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の種類及び運搬量等 

 
(特別管理) 

産業廃棄物 

の 種 類 

運搬量 

(t/月又は 

ｍ３/月) 

性 状 

 

予定排出事業場の 

名称及び所在地         

積替え又は保管を行う 

場合には積替え又は保 

管 場 所 の 所 在 地      

予定運搬先の 

名称及び所在地 

(処分場の名称及び所在地) 

１ 
水銀使用製品 

産業廃棄物 
１ｔ／月 固形状 市内事業所 

北九州市小倉

北区城内 

１番１号 

株式会社○○ 

北九州市若松区 

２ 
水銀含有 

ばいじん等 
１ｔ／月 

粉状 

固形状 

泥状 

液状 

市内事業所 

 

なし 

※積替え保管を行
わない場合は「なし
」と記入。 

△△株式会社 

北九州市門司区 

３ 
 

 
 

  
 

４       

５       

６ 
    

 
 

７       

８       

備考  取り扱う（特別管理）産業廃棄物の種類ごとに記載すること。 

                             （日本工業規格  Ａ列４番） 

※ 今回の変更届出書では記入する必要はありません。 

取り扱う品目の性状に応じて記入

してください。 

例：燃え殻、ダスト類・・・粉状 
汚泥・・・泥状 

  鉱さい・・・固形状 
  廃酸、廃アルカリ・・・液状 

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀

含有ばいじん等を適正に処分でき

る処理業者を記入してください。 

■記入例■ 
斜体文字は記入例 
太字は注意事項 

水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有

ばいじん等についてのみ記入してくだ

さい。（その他の品目については記載す

る必要はありません。） 



（第２面） 

３．運搬施設の概要 

 (1) 運搬車両一覧 

 
車体の形状 

自動車登録番号 

又は車両番号 

最大積載量

（kg） 
所有者又は使用者 備考 

１      

２      

３      

４ 
 

    

５      

６      

７      

８      

９      

10      

事務所の所在地 
 

駐車場の所在地 
※ 土地の地番、所有者、面積を記入する。付近の見取図を添付すること。 

 

(2) その他の運搬施設の概要 

運搬容器等の名称 用  途 容  量 備  考 

専用ケース 
水銀使用製品 

産業廃棄物 

1m×0.5m×0.5m  

１０個 

隙間がある場合は緩衝材

を使用する。 

フレコンバッグ 
水銀含有ばいじん等 

（燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類） 

1m3 １０個  

ケミカルドラム缶 
水銀含有ばいじん等 

（廃酸、廃アルカリ） 
200L １０個  

 
   

    

 

※ 今回の変更届出書では記入する必要はありません。 

※ 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に使用する容器のみ記入してくださ

い。なお、水銀使用製品産業廃棄物のついては「割れないこと」及び「他の物と区分す

ること」が運搬の基準となりますので、原則として適した運搬容器が必要となります。 

※ 今回の変更届出書では記入する必要はありません。 



（第３面） 

(3) 積替施設又は保管施設の概要 

 

 

 

 

 

所在地：北九州市小倉北区城内１番１号 

面 積：４０平方メートル 

廃棄物の種類：燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、 

       ガラスくず、ダスト類 

       以上９種類（水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。） 

 

場内平面図 

 

 

 

 

※ 構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見

取り図を添付すること。 

※ 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を積替え保管する場合のみ記入して

ください 

※ 水銀使用製品産業廃棄物を保管する

場合は、置場を明記してください。

（専用の置場が必要となります。） 

※ 平面図は別紙で添付していただいても構いません。 

追加 



（第５面） 

５．環境保全措置の概要（運搬に際し講ずる措置、積替施設又は保管施設において講ずる措置を含む。

） 

 

 

 

 

○運搬に際し講ずる措置 

 

 ・水銀使用製品産業廃棄物・・・水銀使用製品産業廃棄物を破砕することのないよう、また、水銀

使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないよう専

用の容器に入れ運搬する。必要に応じて緩衝材等を使用し、運搬

中の破損を防止する。 

  

 

 

 

・水銀含有ばいじん等  ・・・水銀含有ばいじん等の性状に応じた適切な運搬容器を使用し、飛

散流出しないように運搬する。 

 

 

○積替施設又は保管施設において講ずる措置 

  

 水銀使用製品産業廃棄物については、その他の物と混合するおそれのないよう、専用の容器に入れ

て保管する。 

  

※ 運搬の基準に適合していることが判断できる

よう記載してください。 

※ 保管の基準に適合していることが判断できる

よう記載してください。 

※ 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等についてのみ記入してください。 



（第７面） 

運搬容器等の写真 

運搬容器等の名称 専用ケース 用途 水銀使用製品産業廃棄物 

 

 

 

 

        

     

 

 撮影    平成２９年１０月 １日 

 

運搬容器等の名称 フレコンバッグ 用途 
水銀含有ばいじん等 

（燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類） 

 

 

 

 

        

 撮影    平成２９年１０月 １日 

                            



（第７面） 

運搬容器等の写真 

運搬容器等の名称 ケミカルドラム缶 用途 
水銀含有ばいじん等 

（廃酸、廃アルカリ） 

 

 

 

 

             

 

 撮影    平成２９年１０月 １日 

 

運搬容器等の名称  用途  

 

 

 

 

        

 撮影        年  月  日 

 



保 管 施 設 の 概 要 書 

保管する (特別管理) 

産業廃棄物の種類 
水銀使用製品産業廃棄物（ガラスくず、金属くず） 

 

設 置 場 所 

 

北九州市小倉北区城内１番１号 

土 地 所 有 者 の 

住 所 及 び 氏 名 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九市 株式会社 

保 

管 

施 

設 

の 

概 

要 

 

保 管 能 力 

 

面 積            ４．０ 平方メートル 

高 さ            ０．５ メートル 

容 量（最大保管量）      ２．０ 立方メートル 

 

施 設 の 種 類 

 

屋内  屋外 保管容器の使用 有  無 

構     造 

（材質等を記入） 

保管施設 壁面（    ） 床面（コンクリート） 

保管容器（ 専用ケース ） 

 

保 管 の 方 法 

 

他の物と混合しないよう専用のケースに入れ保管す

る。 

※崩落による破損防止のため２段以上積まない。 

一 日 当 た り の 

取 扱 い 予 定 量 
０．０５ｔ／日 

 

飛散・流出防止措置 

 

専用のケースに入れ保管する。 

 

悪臭発生防止措置 

 

悪臭の発生するものは取り扱わない。 

 

衛生害虫発生防止措置 

 

害虫が発生するようなものは取り扱わない。 

 

他法令の許認可状況 

 

 

その他の特記事項  

 
 


